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取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締

役（監査等委員である取締役を除く、以下「対象取締役」という。）に対する譲渡制

限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の改定について、2024年６月 27日

開催予定の第 23期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することと

いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

記 

 

 

1. 本制度の一部改定について 

（１）本制度の導入目的 

当社は、当社の対象取締役に、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

を与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層

の価値共有を進めることを目的として 2022年６月 28日開催の第 21期定時株主総会に

てご承認をいただき本制度を導入いたしました。 

今般、当社は役員報酬制度の見直しを行うこととし、対象取締役に対し、当社企業

価値の持続的な向上に向けた貢献意欲をより一層高め、中長期的な企業価値向上に向

けた取り組みの強化や株主の皆様との一層の価値共有を長期間にわたって実現するこ

とを目的として、以下のとおり譲渡制限付株式報酬制度を改定することとしたく、株

主の皆様にご承認をお願いする予定です。 

 

（２）本制度の改定内容 

上記の通り導入いたしました本制度について、その目的を踏まえて、対象取締役に

支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額を年額 100,000千円以内、本制度により支

給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、発行又は処分を受ける当

社の普通株式の総数は、年 80,000株以内（ただし、本株主総会の決議の日以降の日を

効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行わ

れた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要

に応じて合理的な範囲で調整する。）とし、譲渡制限期間を株式の割当を受けた日よ

り当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位も喪失

するまでの期間、譲渡制限の解除条件を譲渡制限期間の開始日以降、３年が経過する

日以上で当社の取締役会が予め定める日までの期間（以下「役務提供期間」とい



う。）、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいず

れかの地位にあったことにそれぞれ改定いたします。 

 

2. 本制度の概要 

本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を付与するために金銭報酬債権を支

給し、この金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることで、対象取締役に当社

普通株式を発行又は処分(以下「交付」といいます。)し、かつ、交付した株式に一定

期間の譲渡制限を付した上でこれを保有させるものです。 

本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役と

の間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」とい

う。）を締結するものとします。 

（１）譲渡制限期間 

対象取締役は、本割当契約により当社普通株式（以下「本割当株式」という。）の

割当を受けた日より当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のい

ずれの地位も喪失するまでの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当株式に

ついて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」とい

う。）。 

（２）譲渡制限の解除 

対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、３年が経過する日以上で当社の取締役会

が予め定める日までの期間（以下「役務提供期間」という。）、継続して当社又は当

社子会社の取締役その他一定の地位にあったことを条件として、そのすべての株式に

ついて、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取

締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に当

社又は当社子会社の取締役その他の地位を喪失した場合、譲渡制限を解除する株式の

数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。 

（３）本割当株式の無償取得 

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由

により退任した場合等、本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は

本割当株式を当然に無償で取得する。 

また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、上記２．の定めに基づき譲

渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 

（４）組織再編等における取扱い 

上記（１）の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる

合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編

等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会

による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合、当社の

取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日まで

の期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発

生日に先立ち、譲渡制限を解除することができるものとする。 

（５）業績条件を設定した場合の取扱い 

当社の取締役会において予め業績条件を設定した場合において、当該業績条件の達

成度に応じて、当社は、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、合理的に調整するも

のとする。この場合、当社は上記３．の定めに従い、当社の取締役会においてあらか

じめ設定した業績条件の達成度が確定した時点をもって、業績の達成度に応じた数の

本割当株式を当然に無償で取得する。 

（６）その他取締役会で定める事項 



上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方

法、その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。 

 

以上 
 


